
10 月５日からマイナンバー制度が
スタートします

　マイナンバー（個人番号）は 10 月中旬から 11 月に
かけて、簡易書留で住民登録地に届きます。届いたら必
ず中の書類を確認してください。同封している個人番号
カード申請書で申請すると、平成 28年１月以降、個人
番号カードが交付されます。
　なお、マイナンバーの通知は、現在の住民登録地に送
付されます。住民票と居住地が異なる場合は、受け取り
ができないことがあります。
※ 11月末頃までに届かない方は、市役所市民窓口課ま
でお問い合わせください。

■送られてくる書類

マイナンバー制度とは？
　マイナンバー（個人番号）は、住民票を有する全ての方に１人１つ
の番号を付して、社会保障や税、災害対策などの分野で効率的に情報
を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるこ
とを確認するために活用されるものです。

■世帯ごとに通知カードが届きます

①通知カード（右図）
②個人番号カードの申請書
③申請用の返信用封筒
④マイナンバーについての説明書類

【通知カード見本・表面】

■申請の方法
　「個人番号カード」を申請するには次の３つの方法があ
ります。各申請方法の詳細は、裏面をご覧ください。
⑴市役所で申請する（窓口申請）
⑵同封されている返信用封筒で申請する（郵送による申請）
⑶スマートフォンなどを利用し、ＷＥＢサイトで申請する
　（ＷＥＢ申請）

裏面へ続く

マイナちゃん

0570 ‐ 20 ‐ 0
マイナンバー

178
■マイナンバー制度のお問い合わせは

【受付時間】平日午前９時 30分～午後５時 30分（土、日、祝日、年末年始を除く）※ナビダイヤルは通話料がかかります。

コールセンター（全国ナビダイヤル）


